
３１年の図

　　　　　
4月 5月 6月 7月 8月 9月

18 13 17 25 0 0 73 4月 5月 6月 7月 8月 9月

金融機関 1 5 9 5 20 下越 6 5 5 14 30

商工団体 2 4 2 2 10 県央 3 0 1 1 5

公共機関 3 2 0 0 5 中越 4 1 3 6 14

チラシ・メディア・ＨＰ 10 2 4 8 24 上越 3 6 5 2 16

広告・ＤＭ・セミナー 0 0 0 8 8 佐渡 0 0 2 0 2

紹介ほか 2 0 2 2 6 県外 2 1 1 2 6

18 13 17 25 0 0 73 18 13 17 25 0 0 73

第三者（Ｍ＆Ａ） 7 8 9 14 38 建設業 0 1 1 1 3

後継者バンク 0 0 0 1 1 製造業（食品など含む） 3 3 2 8 16

従業員 1 0 0 0 1 卸売業・小売業 3 3 1 2 9

親族内 0 1 1 1 3 飲食業 1 0 0 1 2

譲受希望 5 4 5 5 19 サービス業ほか 1 3 6 4 14

後継者バンク創業希望 5 0 2 4 11 譲受希望 5 3 5 5 18

うち相談分類【売】 8 9 10 16 43 後継者バンク創業希望 5 0 2 4 11

18 13 17 25 73 18 13 17 25 0 0 73
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事業引継ぎ支援センターの業務、相談受付状況、国の動向などを毎月１回、皆様にお届けします！

☆令和元年度相談実績

【発行元】
新潟県事業引継ぎ支援センター
新潟市中央区万代島５番１号
電 話：025-246-0080

～事業承継に関する悩み事、まずはご相談を！～

☆ 始まってます！新事業承継税制（10年間の特例措置）

～知って安心！贈与・相続の話～
～法人の経営者様～

平成30年度から新しい事業承継税制である「非上場株式等に係る

贈与税・相続税の猶予制度（特例措置）」がスタートしました！

この制度によって、利用実績は旧制度の約4倍に増えており、同年に

贈与税支払を猶予されたのは522件、約40０億円と事業承継の支援

に際して一定の改革効果が現れているようです。（日経新聞2019年7月5日分）

新潟県でも右下記載の通り、13先/約10億円の実績がありました。

この制度では、株数・割合の上限、従業員雇用の条件、承継人数等

様々な項目が実質緩和されており、スムーズな承継のためのツールで

す。しかし、令和5年3月末までに特例承継計画を策定・提出し、

令和9年12月末までに後継者に株式を贈与、相続または遺贈しなけ

ればなりません！

節税となる一方、計画的な事業承継が必要となりますので、早い内

の検討、相談、経営者への声かけ、ニーズヒアリングをお願いします。

～個人事業主のオーナー様～

平成31年度（令和元年度）からは、個人事業主の方が事業用資産を

後継者に贈与/相続する際に課される贈与税/相続税の納税を猶予 及び

免除する措置が創設されました！（事業用小規模宅地特例と選択制）

詳細は右記の通りまたは中小機構のホームページをご覧ください。

☆ 引き続きＢＳＮラジオに出演しています！

☆ セミナーの講師を県内各地域で行っています！

※当センターのコーナーは毎月第２月曜の午前10時40分から10分程度です。
事業承継について分かり易く説明しておりますので、ニーズ喚起ツールとしても
活用いただけます。ぜひ取引先企業みなさまへPR頂きますようお願いします。

☆ 事業承継税制（特例措置）の新潟県実績

当センターでは、お客様向け・関係機関職員様向けの事業承継関連セ

ミナーを開催される際に、無料で講師派遣をお受けしております。

今年度はすでに、下記の通り活用頂いております。

①不定期：上越市主催の事業承継個別相談会

②５月：大手生命保険会社のお客様向け事業承継セミナー

③７月：県内金融機関のお客様向け事業承継セミナー

（新潟市、南魚沼市、柏崎市）

④７月：三条市起業創業塾

※お気軽にお声かけください！


